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郵便局の「涼み処」としての活用について 

 

 青森県と日本郵便株式会社との包括連携協定に基づき、令和６年度から開始した県内郵

便局の「涼み処」としての活用について、今年度も以下のとおり実施しますので、取材方

よろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 期 間  ６月以降準備出来次第～９月３０日（火） 

         ※市町村との調整により１０月３１日（金）まで実施の場合あり 

 

２ 対象郵便局  簡易郵便局を除く青森県内全郵便局（２６８局） 

 

３ 活 用 時 間  平日：午前９時～午後５時 

         ※一部の郵便局は、土・日・祝日も利用可能 

 

４ 活 用 方 法  郵便局の窓口ロビー等を活用した避暑 

 

その他、詳細は別添資料のとおり 

 

 

取材先：青森中央郵便局 総務部長 三條（017-775-5545） 
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